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証券コード：9076

第 98 回 定時株主総会

招集ご通知
開催日時
2019年６月27日(木曜日) 午前10時
(受付開始：午前９時)

開催場所
岐阜県大垣市加賀野四丁目１番地７
ソフトピアジャパン
センタービル３階ソピアホール

議　　案
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役９名選任の件
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株 主 各 位 証券コード9076
2019年６月５日

岐阜県大垣市田口町１番地

セイノーホールディングス株式会社
代表取締役社長 田口　義隆

第98回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第98回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通

知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を

行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、「議決権行使

についてのご案内」(３頁から４頁）をご参照いただき、2019年６月26日（水曜日）午後５時までに

議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 1 －

株主各位
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記

1　日　　時 2019年６月27日（木曜日）午前10時
2　場　　所 岐阜県大垣市加賀野四丁目１番地７

ソフトピアジャパン センタービル３階ソピアホール
3　目的事項 報告事項 1.　第98期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業

報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

2.　第98期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算
書類報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役９名選任の件

以　上

1.当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
2.連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、イ

ンターネット上の当社ウェブサイト（http://www.seino.co.jp/seino/shd/ir/document/）に掲載させていただきます
ので、本招集ご通知には記載しておりません。
なお、会計監査人、監査役が監査した連結計算書類および計算書類は、招集ご通知の添付書類に記載の各書類のほか、こ
の連結注記表および個別注記表も含まれております。

3.株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェ
ブサイト（アドレスhttp://www.seino.co.jp/seino/shd/koukoku/index.htm）に掲載させていただきます。

－ 2 －

株主各位
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議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時 2019 年６月 27 日（木曜日） 午前10時（受付開始：午前９時)
場 所 岐阜県大垣市加賀野四丁目１番地７

ソフトピアジャパン センタービル３階ソピアホール
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

書面(郵送)で議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2019 年６月 26 日（水曜日） 午後５時到着分まで

インターネット等で議決権を行使される場合
パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から、下記の議決権行使ウェブサイトにアクセスい
ただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」を
ご利用の上、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

◇議決権行使ウェブサイト　https://evote.tr.mufg.jp/
行使期限 2019 年６月 26 日（水曜日） 午後５時まで
① インターネットによる議決権行使は、上記の議決権行使ウェブサイトをご利用いただく

ことによってのみ可能です。
② 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接

続料金等）は、株主様のご負担となります。
③ 書面(郵送)とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネッ

トによる議決権行使を有効とさせていただきます。
④ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内

容を有効とさせていただきます。
⑤ 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。
⑥ パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行を

ご希望の場合は画面の案内に従ってお手続きください。

－ 3 －

議決権行使等についてのご案内
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インターネットによる議決権行使のご案内

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有
効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、
最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただ
くことが可能です。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前９時〜午後９時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力くだ
さい。

４

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

新しいパスワードを登録する３

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・
仮パスワード」を入力しクリック

２

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコード
を読み取ってください。

１

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

見本

見本

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワー
ドを入力することなく、議決権行使サイトにログイ
ンすることができます。

QRコードを用いたログインは１回に限り可能です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに
議決権を行使する場合は、右の「ログインID・
仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

－ 4 －

議決権行使等についてのご案内
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様の利益を重要な経営方針の一つとして位置付けており、中・長期的視野に立って株主資本
の充実と利益率の向上を図りながら、中間配当を実施し、原則として１株当たり年間11円を下限とし、連結配当
性向30％を目処とした利益配分を基本方針としています。

当事業年度の期末配当につきましては、この方針に基づき、普通株式１株につき21円とさせていただきたいと
存じます。これにより、当事業年度の年間配当金は、先に実施いたしました中間配当金11円を含め、１株につき
32円となります。

(1) 配当財産の種類 金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに
関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき　　　　　　金21円
配当総額　　　　　　　　4,292,658,573円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2019年６月28日

－ 5 －

剰余金処分議案
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第２号議案 取締役９名選任の件

取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役３名を含む
取締役９名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号 氏　　　名 現在の地位等 取 締 役 会

へ の 出 席 状 況

１ た

田
ぐ ち

口
よ し

義
た か

隆 代表取締役社長 再任 100％
(12回／12回)

２ た

田
ぐ ち

口
た か

隆
お

男
代表取締役事業推進部担当（自動車販売・関連
事業） 再任 100％

(12回／12回)

３ か み

神
や

谷
ま さ

正
ひ ろ

博
取締役事業推進部担当（輸送事業）兼情報シス
テム部担当兼不動産開発部担当 再任 100％

(12回／12回)

４ ま る

丸
た

田
ひ で

秀
み

実 取締役国際戦略室担当 再任 100％
(12回／12回)

５ ふ る

古
は し

橋
は る

治
み

美
取締役総務部担当兼人事部担当兼コーポレート
推進部担当 再任 100％

(12回／12回)

６ の

野
づ

津
の ぶ

信
ゆ き

行 取締役財務IR部担当兼経理部担当 再任 100％
(12回／12回)

７ や ま

山
 

　
だ

田
 

　
め

メ
ゆ

ユ
み

ミ 社外取締役　　独立役員 再任 社外 独立 100％
(12回／12回)

８ た か

髙
 

　
い

井
 

　
し ん

伸
た

太
ろ う

郎 社外取締役　　独立役員 再任 社外 独立 100％
(９回／９回)

９ い ち

一
 

　
ま る

丸
 

　
よ う

陽
い ち

一
ろ う

郎 新任 社外 独立 -

（注）１．取締役候補者髙井伸太郎氏は、2018年６月27日開催の第97回定時株主総会において選任され就任いたしましたの
で、取締役会の出席回数が他の候補者と異なります。

２．各候補者の詳細につきましては、次頁以降をご参照ください。

－ 6 －

取締役選任議案



2019/05/24 21:32:29 / 18484252_セイノーホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者番号 氏名 生年月日 所有する当社株式の数

１ た

田　
ぐ ち

口　
よ し

義　
た か

隆 1961年４月20日 676,052株

略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1985年 ３ 月 当社入社
1985年 ５ 月 セイノーアメリカインク出向
1988年 １ 月 同社社長
1989年 ５ 月 当社社長付部長
1989年 ７ 月 当社取締役秘書室担当兼総務部長兼グループ企画室

長兼西濃総合研究所長
1991年 ７ 月 当社常務取締役東部地区担当兼東北地区担当

1996年 ６ 月 当社専務取締役労務部担当
1998年10月 当社代表取締役副社長営業本部担当兼経理部担当
1999年 ６ 月 当社代表取締役副社長経営担当兼経理部担当
2001年 ６ 月 当社代表取締役副社長経営担当
2003年 ６ 月 当社代表取締役社長（現任）
2018年 ６ 月 株式会社丸井グループ社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
関東運輸株式会社の代表取締役会長、西濃運輸株式会社、北海道西濃運輸株式会社、関東西濃運輸株式会社、セイノースーパーエクスプレス
株式会社、東海西濃運輸株式会社、濃飛西濃運輸株式会社、四国西濃運輸株式会社、九州西濃運輸株式会社、セイノー通関株式会社、ネッツ
トヨタ岐阜株式会社、岐阜日野自動車株式会社、株式会社セイノー商事、株式会社セイノー情報サービス、セイノーエンジニアリング株式会
社の代表取締役、株式会社丸井グループの社外取締役、公益財団法人田口福寿会の会長

取締役候補者とした理由
田口義隆氏は、長年にわたり当社の経営を指揮し、経営理念を実践することで経営基盤の強化を図って参りました。幅広い知見と豊富な経験
による強力なリーダーシップに基づく経営手腕は、当社グループ全体の企業価値の更なる向上と持続的成長のために必要不可欠であると判断
し、引き続き取締役候補者としております。

候補者番号 氏名 生年月日 所有する当社株式の数

２ た

田　
ぐ ち

口　
た か

隆　
お

男 1962年２月２日 433,653株

略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1984年 ４ 月 日清製粉株式会社入社
1992年 ７ 月 岐阜日野自動車株式会社入社
1995年 ６ 月 同社取締役営業副本部長
1998年 ４ 月 同社専務取締役
1999年 ６ 月 当社取締役営業本部担当付
2000年 ４ 月 当社常務取締役営業本部担当
2003年 ６ 月 当社専務取締役営業統括担当
2005年10月 当社取締役輸送事業企画部担当
2005年10月 西濃運輸株式会社専務取締役経営担当

2006年 ６ 月 当社取締役営業担当
2007年 ６ 月 当社取締役自動車販売・関連事業企画部担当
2011年 ４ 月 当社取締役事業推進部担当（自動車販売・関連事業)
2015年 ６ 月 当社代表取締役事業推進部担当（自動車販売・関連事業）
2015年 ８ 月 当社代表取締役事業推進部担当（自動車販売・関連事業）

兼経理部担当兼財務IR部担当
2016年 ６ 月 当社代表取締役事業推進部担当（自動車販売・関連事業）

（現任）

重要な兼職の状況
トヨタカローラ岐阜株式会社、滋賀日野自動車株式会社の代表取締役会長、ネッツトヨタ岐阜株式会社、岐阜日野自動車株式会社の代表取締
役社長

取締役候補者とした理由
田口隆男氏は、当社の経営を指揮し、企業価値向上と事業基盤強化を推進して参りました。自動車販売・関連事業の担当として競争力を高め、
収益性の向上に貢献してきた人物であり、当社グループのより強固な経営体制の構築と成長・発展に寄与することが期待できると判断し、引
き続き取締役候補者としております。

－ 7 －

取締役選任議案
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候補者番号 氏名 生年月日 所有する当社株式の数

３ か み

神　
や

谷　
ま さ

正　
ひ ろ

博 1953年８月13日 17,742株

略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1979年 ３ 月 当社入社
1981年 １ 月 中部経済連合会出向
1982年 ４ 月 当社四日市支店所長
1984年 ７ 月 当社経理部参事
1987年 ７ 月 道通西濃運輸株式会社（現北海道西濃運輸株式会社）

取締役経営企画部長
1991年 ８ 月 濃飛西濃運輸株式会社営業部長
1992年 ８ 月 同社取締役営業部長
2003年 ６ 月 同社常務取締役営業部長

2007年 ６ 月 同社専務取締役営業部長
2011年 ４ 月 同社代表取締役社長
2013年 ６ 月 西濃運輸株式会社専務取締役営業本部担当
2015年 ６ 月 当社取締役不動産開発部担当
2016年 ４ 月 当社取締役新規事業開発部担当兼事業推進部担当（輸

送事業）兼情報システム部担当兼不動産開発部担当
2016年 ４ 月 西濃運輸株式会社代表取締役社長（現任）
2016年 ６ 月 当社取締役事業推進部担当（輸送事業）兼情報シス

テム部担当兼不動産開発部担当（現任）

重要な兼職の状況
西濃運輸株式会社の代表取締役社長

取締役候補者とした理由
神谷正博氏は、主に輸送事業の営業関係の部署を歴任し、2016年中核会社西濃運輸株式会社の代表取締役社長に就任いたしました。事業基盤
の品質向上や効率化・生産性向上についての諸施策を推進する等の実績を有するとともに、当社事業・業務に関する知識・経験と会社経営に
関する見識を有しており、引き続き取締役候補者としております。

候補者番号 氏名 生年月日 所有する当社株式の数

４ ま る

丸　
た

田　
ひ で

秀　
み

実 1963年３月４日 32,800株

略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1985年 ４ 月 国税庁入庁
1992年 ７ 月 紋別税務署長
1995年 ７ 月 札幌国税局総務課長
1996年 ５ 月 外務省在香港総領事館領事
1997年10月 当社入社経営企画室長
2001年 ６ 月 当社取締役経理部担当兼厚生年金基金担当
2002年 ３ 月 当社取締役経理部担当兼財務IR部担当
2004年12月 当社取締役経理部担当兼財務IR部担当兼債権管理部担当

兼グループ管理部担当兼会計監査室担当

2005年10月 西濃運輸株式会社取締役経理部担当兼財務部担当
兼債権管理部担当

2005年10月 当社取締役経理部担当兼財務IR部担当兼債権管理部担当
2012年 ４ 月 当社取締役経理部担当兼財務IR部担当兼不動産開発部担当
2013年 ６ 月 当社取締役経理部担当兼財務IR部担当
2014年 ４ 月 当社取締役経理部担当兼財務IR部担当兼国際戦略室担当
2014年 ６ 月 当社取締役国際戦略室担当（現任）

重要な兼職の状況
セイノースーパーエクスプレス株式会社、セイノー通関株式会社、株式会社セイノー商事の監査役

取締役候補者とした理由
丸田秀実氏は、国税庁他官公庁で培った豊富な知識・経験を有し、企画力ならびに実行力を以て海外事業を推進する等の実績を有するととも
に、会社経営に関する見識を兼ね備えており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、引き続き取締役候補者としております。

－ 8 －

取締役選任議案
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候補者番号 氏名 生年月日 所有する当社株式の数

５ ふ る

古　
は し

橋　
は る

治　
み

美 1957年４月13日 26,000株

略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1981年 ３ 月 当社入社
2003年 ７ 月 当社エコビジネス部長
2005年10月 西濃運輸株式会社業務部長
2007年 ４ 月 同社営業部長中部地区駐在
2009年 ４ 月 同社執行役員静岡三河エリア統括マネージャー

2011年 ４ 月 同社執行役員名東エリア統括マネージャー
2012年 ４ 月 同社取締役人事部担当
2012年 ４ 月 当社人事部長
2013年 ６ 月 当社取締役総務部担当兼人事部担当兼コーポレート

推進部担当（現任）
取締役候補者とした理由

古橋治美氏は、主に輸送事業における営業・業務等さまざまな部門での豊富な経験を有し、当社のガバナンス強化や人材確保の実績を有する
とともに、会社経営に関する見識を兼ね備えており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、引き続き取締役候補者としてお
ります。

候補者番号 氏名 生年月日 所有する当社株式の数

６ の

野　
づ

津　
の ぶ

信　
ゆ き

行 1961年５月24日 9,900株

略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1985年 ４ 月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2014年 １ 月 当社入社経営企画室長
2014年 ７ 月 当社経理部・財務IR部統括部長
2014年 ７ 月 西濃運輸株式会社財務部長

2015年 ４ 月 同社執行役員財務部長
2016年 ４ 月 同社取締役経理部担当兼財務部担当
2016年 ６ 月 当社取締役財務IR部担当兼経理部担当（現任）
2018年 ４ 月 西濃運輸株式会社取締役財務部担当（現任）

取締役候補者とした理由
野津信行氏は、金融機関で培った豊富な知識・経験と高度なバランス感覚ならびに、公平・誠実な人柄と高い品格を兼ね備えており、経理・
会計面よりグループの経営管理の強化の実績を有するとともに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、引き続き取締役候補
者としております。

候補者番号 氏名 生年月日 所有する当社株式の数

７ や ま

山　
だ

田　
め

メ
ゆ

ユ
み

ミ 1972年８月30日 3,000株

略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1995年 ４ 月 香栄興業株式会社入社
1997年 ５ 月 株式会社キスミーコスメチックス（現株式会社伊勢半）入社
1999年 ７ 月 有限会社アイ・スタイル設立代表取締役
2000年 ４ 月 株式会社アイスタイル設立代表取締役
2009年12月 同社取締役（現任）
2012年 ５ 月 株式会社サイバースター代表取締役社長

2015年 ９ 月 株式会社メディア・グローブ取締役（現任）
2016年 ３ 月 株式会社ＩＳパートナーズ代表取締役社長（現任）
2016年 ９ 月 株式会社Eat Smart取締役（現任）
2017年 ６ 月 株式会社かんぽ生命保険社外取締役（現任）
2017年 ６ 月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
株式会社アイスタイルの取締役、株式会社ＩＳパートナーズの代表取締役社長、株式会社かんぽ生命保険の社外取締役

社外取締役候補者とした理由
山田メユミ氏は、当社コーポレートガバナンス基本方針「女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保」に合致し、女性の視点を生かしてさら
に多様な価値観を生み出し、当社の持続的な成長に繋がる一助となっていただけると判断したためです。

－ 9 －
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候補者番号 氏名 生年月日 所有する当社株式の数

８ た か

髙　
い

井　
し ん

伸
た

太
ろ う

郎 1973年１月24日 0株

略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1999年 ４ 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事
務所）入所

2007年 １ 月 長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士
2010年 ２ 月 三起商行株式会社社外監査役（現任）

2014年 ９ 月 株式会社アーク社外取締役（現任）
2016年 ６ 月 高井＆パートナーズ法律事務所代表弁護士（現任）
2016年 ６ 月 株式会社ワークスアプリケーションズ社外取締役
2018年 ６ 月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
株式会社アークの社外取締役

社外取締役候補者とした理由
髙井伸太郎氏は、当社コーポレートガバナンスコードに定める「豊富な経験および専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場から
適切な意見、助言および指摘等を行う」ことに資する方であり、自身の国際領域における法務面での造詣の深さは、当社が注力する国際化に
おいてその推進はもとより、ガバナンスの体制強化に繋がる一助となっていただけると判断したためです。

候補者番号 氏名 生年月日 所有する当社株式の数

９ ※ 
い ち

一　
ま る

丸　
よ う

陽
い ち

一
ろ う

郎 1948年10月10日 0株

略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1971年 ７ 月 トヨタ自動車販売株式会社入社
1996年 ２ 月 トヨタ自動車株式会社人材開発部部長
1999年 １ 月 同社カローラ店部部長
2000年 １ 月 同社カローラ店営業部部長
2001年 ６ 月 同社取締役カローラ店営業本部本部長
2003年 ６ 月 同社常務役員
2005年 ６ 月 同社専務取締役国内営業本部本部長兼カスタマーサ

ービス本部本部長

2009年 ６ 月 同社代表取締役副社長
2009年 ６ 月 あいおい損害保険株式会社監査役
2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社監査役
2011年 ６ 月 トヨタ自動車株式会社常勤監査役
2015年 ６ 月 同社相談役
2015年 ６ 月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長
2017年 ３ 月 中外製薬株式会社社外取締役（現任）
2017年 ６ 月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問（現任）

重要な兼職の状況
中外製薬株式会社の社外取締役

社外取締役候補者とした理由
一丸陽一郎氏は、企業経営者ならびに監査役としての豊富な経験・知識等から当社の掲げる使命「価値創造」実現に向けた助言や「コーポレ
ートガバナンス」面での監督に秀でておられるとの見地より、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断したためです。

（注）１．※は、新任の取締役候補者であります。
２．取締役候補者選任にあたっては、当社コーポレートガバナンス基本方針「優れた人格、見識、能力および豊富な経

験とともに高い倫理観を有している者であること」および「社外取締役については、東京証券取引所が定める独立
性の要件を有している者であること」に基づき、人事委員会において公正かつ厳正な審査を実施しております。

３．取締役候補者と当社との間の特別な利害関係は以下のとおりであります。
(1) 取締役候補者田口義隆氏は、関東運輸株式会社の代表取締役会長、四国西濃運輸株式会社およびセイノー通関

株式会社の代表取締役を兼務し、当社は３社との間で業務委託等の競業関係があります。

－ 10 －
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(2) 取締役候補者田口義隆氏は、公益財団法人田口福寿会の会長を兼務し、同法人は当社株式の12.64％を保有す
る筆頭株主であります。

(3) 取締役候補者丸田秀実氏は、セイノー通関株式会社の監査役を兼務し、当社と同社との間で業務委託等の競業
関係があります。

(4) その他の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
４．取締役候補者のうち、山田メユミ、髙井伸太郎および一丸陽一郎の３氏は、社外取締役候補者であります。
(1) 山田メユミおよび髙井伸太郎の両氏は、2017年６月28日開催の第96回定時株主総会において承認済みの買収

防衛策の独立委員会委員に就任していただいております。また、一丸陽一郎氏の選任が承認可決された場合に
は、山田メユミおよび髙井伸太郎の両氏と同様に買収防衛策の独立委員会委員に就任していただく予定であり
ます。

(2) 当社と山田メユミおよび髙井伸太郎の両氏とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、20百万円または
法令が定める額のいずれか高い額としております。両氏の再任が承認可決された場合は、当該契約を継続する
予定であります。また、一丸陽一郎氏の選任が承認可決された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締
結する予定であります。

５．当社は、山田メユミおよび髙井伸太郎の両氏を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに
基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認可決された場合には、引き
続き独立役員とする予定であります。また、一丸陽一郎氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券
取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認可決された場合には、独立役員として指
定し、両取引所に届け出る予定であります。

６．山田メユミおよび髙井伸太郎の両氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在
任期間は、本総会終結の時をもって山田メユミ氏が２年、髙井伸太郎氏が１年となります。

７．山田メユミ氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、
原芽由美（はらめゆみ）であります。

以上

－ 11 －
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（添付書類）
事　 業　 報　 告

（ 2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで ）

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
1．当連結会計年度の事業の経過およびその成果
(1) 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の拡大を背景に、雇用・所得環境の改善がみられるなど、
緩やかな回復基調にあるものの、相次ぐ自然災害や米中貿易摩擦の長期化、英国のEU離脱問題など世界経済
の不確実性の高まりにより、依然として先行きは不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの主要な事業にあたる輸送業界では、労働需給の逼迫による外注費の上昇や人件費の増加な
どの課題を抱えつつも、消費関連および生産関連貨物の輸送が底堅く推移し、適正運賃収受に向けた取り組
みの効果も現れてまいりました。

このような状況のもと、当社グループは、2年目となる中期経営計画「バリューアップ チャレンジ2020 
～成長へのテイクオフ～」の諸施策を着実に実行し、企業価値向上に向けて一丸となって邁進してまいりま
した。

また、少子高齢化に伴うドライバーの採用強化、特に大型車免許等の取得希望者へのサポートや免許未取
得者に対する教育システムの確立により、間口を拡大してドライバー採用数を伸ばすことを目的として、
2018年11月1日付で株式会社西濃自動車学校（本社：岐阜県海津市）を子会社化しております。

この結果、当連結会計年度の売上高は6,184億36百万円（前連結会計年度比3.7％増）、営業利益は312
億９百万円（前連結会計年度比11.9％増）、経常利益は336億29百万円（前連結会計年度比15.5％増）、
親会社株主に帰属する当期純利益は、212億16百万円（前連結会計年度比5.8％増）となりました。

【輸送事業】
当事業におきましては、中期経営計画のもと、少子高齢化による人口減少と労働力不足を見据え「良循環

から効率化へ」を戦略ビジョンに掲げ、人員戦力を最大限に活かし生産性向上に努めてまいりました。
輸送事業の中核会社にあたる西濃運輸株式会社では、静岡支店（静岡市）の規模を拡大して新築移転し、

輸送ネットワークの強化や業務効率の向上を図っております。
また、引き続き適正運賃・諸料金・燃料サーチャージ収受等の交渉を継続するとともに、都市間輸送にお

いて路線便の定時出発を目的としたダイヤグラム化によるお客様への時間価値の提供や、お客様の要望に適
した運び方の提案をすることで、新規荷主の獲得・継続をはじめとする取扱貨物の確保にも注力してまいり
ました。

－ 12 －
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一方、お客様の利便性の向上および業務の効率化を図るため開始した配達時の電子サインの普及率上昇を
受け、Web受領書照会サービスを導入いたしました。これにより、お客様自身による受領印の検索が可能と
なり、お客様の手間を簡略化することで一層のＣＳ向上と業務の効率化を図っております。

その他、長距離路線便の一部を鉄道やフェリーによる輸送に切り替えるモーダルシフトの拡大、ダブル連
結トラックの運行を開始するなど、労働力不足の中、運び方改革を推進することで収益の改善や環境負荷軽
減にもつなげてまいりました。

さらに、労働人口減少下における人材採用、定着のため、福利厚生の充実を図るとともに、働き方改革に
よる労働時間の短縮や業務負担の軽減を行ってまいりました。

この結果、売上高は4,624億59百万円（前連結会計年度比4.4％増）、営業利益は244億75百万円（前連
結会計年度比16.7％増）となりました。

【自動車販売事業】
当事業の乗用車販売におきましては、オリジナル特別仕様車やサポートカーを中心としたキャンペーン等

を展開してまいりましたが、軽自動車の販売台数が増加したものの、人気車種の新車効果が一巡したことや
新型車の導入が乏少であったこともあり、新車販売台数は前年同期実績を下回る結果となりました。また、
中古車販売においても、下取り車の減少の影響があり、販売台数は前年同期実績を下回りました。サービス
部門は車検や整備入庫に加え、メンテナンスパックやボディーコート等の繰返し入庫につながる商品の販売
促進を図ることで、収益の確保に努めてまいりました。

トラック販売におきましては、大型トラックの前年度からの受注分の登録が進んだことから国内販売台数
が増加し、新車販売台数は前年同期実績を上回りました。また、車検を中心に整備入庫を促進して入庫台数
を増やすとともに中古部品販売にも注力いたしました。

拠点展開では、ネッツトヨタ岐阜株式会社の大垣店（岐阜県大垣市）の新築移転を行い、またトヨタカロ
ーラ岐阜株式会社のレクサス薮田店（岐阜市）およびユニクラ自工株式会社の本社と整備工場（名古屋市）
を全面改装しております。

この結果、売上高は1,022億33百万円（前連結会計年度比1.1％減）、営業利益は48億50百万円（前連結
会計年度比1.5％減）となりました。

【物品販売事業】
当事業におきましては、燃料や紙・紙製品に代表される物品の販売を行っております。燃料販売における

販売単価の上昇や家庭紙販売も堅調に推移したことから、売上高は335億18百万円（前連結会計年度比6.2％
増）、営業利益は８億29百万円（前連結会計年度比2.4％増）となりました。

【不動産賃貸事業】
当事業におきましては、主に都市開発の影響や狭隘化などの理由で代替化措置が図られたトラックターミ

ナル跡地や店舗跡地などを賃貸に供することで経営資源の有効活用に努めております。
その結果、売上高は16億51百万円（前連結会計年度比3.3％増）、営業利益は13億34百万円（前連結会

計年度比7.7％増）となりました。

－ 13 －
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【その他】
当事業におきましては、情報関連事業、住宅販売業、建築工事請負業、タクシー業および労働者派遣業な

どを行っております。売上高は185億74百万円（前連結会計年度比12.9％増）、営業利益は９億１百万円
（前連結会計年度比2.0％減）となりました。

(2) 設備投資等の状況
当連結会計年度において実施した企業集団の設備投資の総額は348億58百万円であります。
当連結会計年度に取得した主要な設備は次のとおりであります。
(イ) 土 地 茨城県稲敷郡阿見町（42,127.40㎡）
(ロ) 建 物 静岡市（静岡支店 25,686.81㎡）
(ハ) 車 両 1,940台

(3) 資金調達の状況
当社の連結子会社である関東運輸株式会社は運転資金の安定的な調達を可能とするため、取引金融機関と

財務制限条項が付された金銭消費貸借契約および貸出コミットメント契約を締結しております。

(4) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
当社の完全子会社であるココネット株式会社は、2018年６月28日付で株式会社ベクトルワンの株式を取

得し、子会社化いたしました。同社が保有するデリバリーソリューションシステムは狭域圏の配送を効率的
に行う機能を有しており、この機能を活用することで、一体的にラストワンマイルにおける「オープン・パ
ブリック・プラットフォーム」を構築し、スーパーなどが取組む食品宅配の担い手となり買い物弱者対策な
ど社会課題の解決を進めております。

また、当社は、2018年11月１日付で株式会社西濃自動車学校の株式を取得し、子会社化いたしました。
これは、少子高齢化に伴うドライバーの採用強化、特に大型車免許等の取得希望者へのサポートや免許未取
得者に対する教育システムを確立し、間口を拡大してドライバー採用数を伸ばすことを目的としております。

－ 14 －
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2．財産および損益の状況の推移

区　分 2015年度
第95期

2016年度
第96期

2017年度
第97期

2018年度
第98期

(当連結会計年度)

売 上 高 (百万円) 555,457 567,539 596,130 618,436

経 常 利 益 (百万円) 28,275 28,909 29,120 33,629

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 (百万円) 18,864 18,206 20,046 21,216

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 94.87 92.09 101.88 104.85

総 資 産 (百万円) 579,564 594,263 628,728 657,983

純 資 産 (百万円) 371,006 381,299 405,739 426,207

(注)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)を当連結会計年度より適用して
おり、前連結会計年度の金額は組替え後の金額で表示しております。

－ 15 －
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3．対処すべき課題
わが国経済の今後の見通しは、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策効果もあり緩やかな回復基調が

続くものと思われますが、保護主義の高まりによる貿易摩擦が世界経済に与える影響、金融資本市場の変動の
影響が懸念されるなど、先行きに不透明感が残されております。

このような中、当社グループは、最終年度となる３ヵ年中期経営計画「バリューアップ チャレンジ 2020 ～
成長へのテイクオフ～」の諸施策を着実に実行し、企業価値の最大化を追求するとともに、事業を通じて社会
的課題解決にも取り組んでまいります。

主力の輸送事業では、適正運賃収受の取り組みに対する効果も現れてまいりましたが、消費税増税後の取扱
貨物量の減少、人手不足による人件費や外注費の上昇も見込まれております。

そのため、お客様の課題解決を念頭に置いたWebサービスや出荷支援システムの提供、物流の全体最適化の
提案などにより、輸送品質に一段の磨きを掛け、効率を高めることで生産性向上に繋げてまいります。更に、
ダブル連結トラックなどの車両の大型化やモーダルシフトの拡大、荷役分離の促進などの運び方改革を実施し
てまいります。

また、引き続き、従業員の採用定着に資する施設・施策の充実や、老朽化、狭隘化した施設の建て替えなど
拠点整備を積極的に実施してまいります。

さらに、人口減少や少子高齢化の進展による国内貨物輸送量の縮小を念頭に置き、アジア圏を中心とした海
外進出など国際輸送事業にも取り組んでまいります。

自動車販売事業の乗用車販売では、少子高齢化、若者のクルマ離れなど社会構造の変化により新車販売台数
の伸長に陰りが出ると見込まれます。そのため、中古車販売、部品販売、車検、修理などの保有ビジネスの拡
大を通じて経営の安定化を図るとともに、軽自動車の新車販売にも注力してまいります。トラック販売におき
ましても車検・修理などの保有ビジネスの拡充と中古車部品販売に取り組むとともに、店舗のリニューアルや
最新設備の導入などにより顧客満足度に加え、従業員満足度を高めつつ、地域に根付いた営業を展開してまい
ります。

物品販売事業およびその他では、既存事業強化による販売拡大やお客様目線での新商品開発を実施してまい
ります。

不動産賃貸事業では、遊休不動産の賃貸、売却を進めるとともに低利用不動産の有効活用を図ってまいりま
す。

当社グループといたしましては、これらの経営課題に着実に対処するとともに、事業基盤を強化し、お客様
の繁栄に貢献するため、更なる成長を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

－ 16 －
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4．重要な子会社の状況
(1) 重要な子会社の状況

会社名 資本金 議決権比率 主要な事業内容
西 濃 運 輸 株 式 会 社 100百万円 100.00％ 貨物自動車運送業
北 海 道 西 濃 運 輸 株 式 会 社 100 100.00 貨物自動車運送業
関 東 西 濃 運 輸 株 式 会 社 100 100.00 貨物自動車運送業
セイノースーパーエクスプレス株式会社 100 100.00 貨物自動車運送業
東 海 西 濃 運 輸 株 式 会 社 100 100.00 貨物自動車運送業
濃 飛 西 濃 運 輸 株 式 会 社 100 100.00 貨物自動車運送業
四 国 西 濃 運 輸 株 式 会 社 100 91.02 貨物自動車運送業
九 州 西 濃 運 輸 株 式 会 社 100 100.00 貨物自動車運送業
関 東 運 輸 株 式 会 社 90 50.00 貨物自動車運送業
西 濃 エ キ ス プ レ ス 株 式 会 社 10 100.00 貨物自動車運送業
セ イ ノ ー 通 関 株 式 会 社 223 66.01 通関業
ト ヨ タ カ ロ ー ラ 岐 阜 株 式 会 社 100 100.00 自動車販売代理店業
ネ ッ ツ ト ヨ タ 岐 阜 株 式 会 社 100 100.00 自動車販売代理店業
岐 阜 日 野 自 動 車 株 式 会 社 100 100.00 自動車販売代理店業
滋 賀 日 野 自 動 車 株 式 会 社 80 67.00 自動車販売代理店業
株 式 会 社 セ イ ノ ー 商 事 10 100.00 物品販売業
株 式 会 社 セ イ ノ ー 情 報 サ ー ビ ス 100 100.00 付加価値データ通信サービス業
セ イ ノ ー エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 20 100.00 建築工事請負業

(2) 事業年度末日における特定完全子会社の状況
会社名 住所 帳簿価額の合計額

西 濃 運 輸 株 式 会 社 岐阜県大垣市田口町1番地 132,914百万円
(注)当事業年度末日における当社の資産総額は、346,664百万円であります。

5．主要な事業内容(2019年３月31日現在)
セグメント 事業の内容

輸 送 事 業 全国縦断の路線網を有し、商業小口貨物輸送およびロジスティクス事業を事業戦略の核
として、宅配・引越・貸切などの貨物自動車運送事業と航空・鉄道・海上などの各種交
通機関を利用する貨物利用運送事業および倉庫業などを営むグループ

自 動 車 販 売 事 業 乗用車販売およびトラック販売などを営むグループ
物 品 販 売 事 業 燃料販売、紙・紙製品販売および産地直送品販売などを営むグループ
不 動 産 賃 貸 事 業 土地・建物など不動産の賃貸
そ の 他 ソフトウエアの開発、住宅販売、建築工事請負、タクシーおよび労働者派遣などを営むグループ

－ 17 －
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6．主要な営業所(2019年３月31日現在)
(1) 当　社

岐阜県大垣市田口町１番地に本社を置き、次項の子会社を統括いたしております。

(2) 子会社
国内では、岐阜県に29社、東京都に13社、群馬県および大阪府に５社、神奈川県に４社、愛知県に３社、

その他16県に本社を置き、海外では、タイに２社、マレーシア、インドネシア、フィリピン、中国に各々本
社を置いております。その営業拠点は札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・岐阜・大阪・福岡など国内外833
ヵ所に有しております。

7．使用人の状況(2019年３月31日現在)
(1) 企業集団の使用人の状況

使用人数 前連結会計年度比増減

男　　　性 26,651名 317名 （ 増 ）

女　　　性 1,888 216 （ 増 ）

合　　　計 28,539 533 （ 増 ）

(2) 当社の使用人の状況
使用人数 前連結会計年度比増減

男　　　性 62名 6名 （ 増 ）

女　　　性 5 1 （ 減 ）

合　　　計 67 5 （ 増 ）

8．主要な借入先の状況(2019年３月31日現在)
借入先 借入額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 4,965百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,620

株 式 会 社 十 六 銀 行 1,258

株 式 会 社 群 馬 銀 行 1,000

株 式 会 社 り そ な 銀 行 990

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 928

(注)連結子会社については、各社の事業年度末日現在の実績を集計しております。外貨での借入れは、集計時の換算レートに
より邦貨換算しております。

－ 18 －
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Ⅱ．会社の株式に関する事項(2019年３月31日現在)
1．発行可能株式総数 794,524,668株
2．発行済株式の総数 207,679,783株
3．株主数 6,128名
4．大株主（上位10名）

株主名 持株数 持株比率

公 益 財 団 法 人 田 口 福 寿 会 25,838千株 12.64％

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 24,557 12.01

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 13,330 6.52

株 式 会 社 十 六 銀 行 6,538 3.20

あ い お い ニ ッ セ イ 同 和 損 害 保 険 株 式 会 社 5,347 2.62

日 野 自 動 車 株 式 会 社 4,367 2.14

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 4,065 1.99

ア ド ニ ス 株 式 会 社 3,299 1.61
ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　
Ｔ Ｒ Ｕ Ｓ Ｔ 　 Ｃ Ｏ Ｍ Ｐ Ａ Ｎ Ｙ 　 5 0 5 0 0 1 3,178 1.56

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 3,035 1.48

(注)1．上記のほか当社保有の自己株式3,267千株（1.57%）があります。自己株式3,267千株には「信託型従業員持株インセ
ンティブ・プラン（E-Ship®）」により、野村信託銀行株式会社（セイノーホールディングス従業員持株会専用信託
口）が保有する当社株式455千株および株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」により、
資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が保有する当社株式91千株を含めておりません。

2．持株比率は自己株式3,267千株を控除して計算しております。
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5．その他株式に関する重要な事項
　当社は、「セイノーホールディングス従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。）に加入する全ての
従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として「信託型従業員持株
インセンティブ・プラン（E-Ship®）」（以下、「本プラン」といいます。）を2017年３月３日に導入い
たしました。本プランでは、当社が信託銀行に「セイノーホールディングス従業員持株会専用信託」（以下、
「従持信託」といいます。）を設定し、従持信託は、今後３年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数
の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われる
とともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残
余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するた
めの借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、
信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、かかる保証行為に基づ
き、当社が当該残債を弁済することになります。
　また、2018年６月27日開催の第97回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し
て新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下、BBT制度といいます。）
を導入することを決議いたしました。BBT制度は取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といい
ます。）の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が株価上昇によるメリットのみな
らず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、当社の中長期的な企業価値の増大に貢献する意
識を高めることを目的としております。BBT制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以
下、BBT制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。）を通じて取得され、対象取締役に対して
当社が定める役員株式給付規程に従い役位等に応じて、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当
の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、対象
取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象取締役の退任時となります。

－ 20 －
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Ⅲ．会社役員に関する事項
1．取締役および監査役の状況(2019年３月31日現在)

地位 氏名 担当

代 表 取 締 役 社 長 田 口 義 隆

代 表 取 締 役 田 口 隆 男 事業推進部担当(自動車販売・関連事業)

取 締 役 神 谷 正 博 事業推進部担当（輸送事業）兼情報システム部担当兼不動産開発部担当

取 締 役 丸 田 秀 実 国際戦略室担当

取 締 役 古 橋 治 美 総務部担当兼人事部担当兼コーポレート推進部担当

取 締 役 野 津 信 行 財務IR部担当兼経理部担当

取 締 役 上 　 野 　 健 二 郎

取 締 役 山 　 田 　 メ ユ ミ

取 締 役 髙 　 井 　 伸 太 郎

常 勤 監 査 役 寺 田 新 吾

常 勤 監 査 役 伊 藤 信 彦

監 査 役 加 藤 文 夫

監 査 役 笠 松 栄 治

(注)1．2018年６月27日開催の第97回定時株主総会において、新たに髙井伸太郎氏は取締役に選任され就任いたしました。
2．上野健二郎、山田メユミおよび髙井伸太郎の３氏は、社外取締役であります。
3．加藤文夫および笠松栄治の両氏は、社外監査役であります。
4．当該事業年度における役員の重要な兼職の状況は、以下のとおりであります。

・取締役田口義隆氏は、関東運輸株式会社の代表取締役会長、西濃運輸株式会社、北海道西濃運輸株式会社、関東西濃
運輸株式会社、セイノースーパーエクスプレス株式会社、東海西濃運輸株式会社、濃飛西濃運輸株式会社、四国西濃
運輸株式会社、九州西濃運輸株式会社、セイノー通関株式会社、ネッツトヨタ岐阜株式会社、岐阜日野自動車株式会
社、株式会社セイノー商事、株式会社セイノー情報サービス、セイノーエンジニアリング株式会社の代表取締役、株
式会社丸井グループの社外取締役を兼務し、また公益財団法人田口福寿会の会長を兼務しております。なお、当社は
四国西濃運輸株式会社、関東運輸株式会社およびセイノー通関株式会社との間で業務委託等の競業関係があります。
また、公益財団法人田口福寿会は当社株式の12.64％を保有する筆頭株主であります。

・取締役田口隆男氏は、トヨタカローラ岐阜株式会社、滋賀日野自動車株式会社の代表取締役会長、ネッツトヨタ岐阜
株式会社、岐阜日野自動車株式会社の代表取締役社長を兼務しております。

・取締役神谷正博氏は、西濃運輸株式会社の代表取締役社長を兼務しております。
・取締役丸田秀実氏は、セイノースーパーエクスプレス株式会社、セイノー通関株式会社、株式会社セイノー商事の監

査役を兼務しております。なお、当社はセイノー通関株式会社との間で業務委託等の競業関係があります。
・監査役寺田新吾氏は、北海道西濃運輸株式会社、関東西濃運輸株式会社、四国西濃運輸株式会社、滋賀日野自動車株

式会社、セイノーエンジニアリング株式会社の監査役を兼務しております。なお、当社は四国西濃運輸株式会社との
間で、業務委託等の競業関係があります。
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・監査役伊藤信彦氏は、セイノースーパーエクスプレス株式会社、九州西濃運輸株式会社、関東運輸株式会社、株式会
社セイノー情報サービスの監査役を兼務しております。なお、当社は関東運輸株式会社との間で、業務委託等の競業
関係があります。

・社外役員の重要な兼職の状況については、次頁 ４.社外役員に関する事項 に記載しております。
5．監査役寺田新吾、伊藤信彦、加藤文夫および笠松栄治の４氏は、以下のとおり、財務および会計に関する相当程度の知

見を有しております。
・監査役寺田新吾氏は、当社入社以来経理部に在籍し、経理業務を担当してまいりました。
・監査役伊藤信彦氏は、当社入社後、経理部に在籍し、経理業務を担当したほか、グループ会社の常勤監査役を務めて

まいりました。
・監査役加藤文夫氏は、税理士の資格を有しております。
・監査役笠松栄治氏は、公認会計士および税理士の資格を有しております。

6．当社は、取締役上野健二郎、山田メユミおよび髙井伸太郎の３氏ならびに監査役加藤文夫および笠松栄治の両氏を、株
式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出てお
ります。

7．山田メユミ氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、原芽
由美（はらめゆみ）であります。以後も同様に表記しております。

2．責任限定契約の概要
　当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役上野健二郎、山田メユミおよび髙井伸太郎ならびに監
査役加藤文夫および笠松栄治の５氏ともに、20百万円または法令が定める額のいずれか高い額としておりま
す。

3．取締役および監査役の報酬等の総額
(1) 当事業年度に係る報酬等の総額

区分 支給人員 支給額

取 締 役
 

（う ち 社 外 取 締
 

役）
10名
(4)

197百万円
(31)

監 査 役
 

（う ち 社 外 監 査
 

役）
5
(2)

33
(1)

合 計 15 230

(注)1．上記には、2018年６月27日開催の第97回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名、監査役１名を含んで
おります。

2．取締役の報酬限度額は、1989年７月28日開催の第68回定時株主総会において月額25百万円以内と決議いただいてお
ります。また別枠で、2017年６月28日開催の第96回定時株主総会において譲渡制限付株式付与のために支給する報
酬額として年間600百万円以内(うち社外取締役100百万円以内)と決議いただいております。さらに2018年６月27
日開催の第97回定時株主総会において社外取締役を除く取締役に対する株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board 
Benefit Trust））」を導入し、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して
上記の報酬枠とは別枠で、当社が定める役員株式給付規程に従い、役位等に応じて当社株式および当社株式を時価で換
算した金額相当の金銭を信託を通じて給付することを決議いただいております。
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3．監査役の報酬限度額は、2004年６月25日開催の第83回定時株主総会において月額４百万円以内と決議いただいてお
ります。

4．上記の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額２百万円（取締役分１百万円、監査役分０百万
円）、譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額103百万円（取締役分）および役員株式給付引当金の繰入額41百万円（取
締役分）が含まれております。

(2) 社外役員が子会社から受けた役員報酬等の総額
当事業年度において、社外監査役が役員を兼務する子会社から、役員として受けた報酬等の総額は13百万

円であります。

4．社外役員に関する事項
(1) 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

① 取締役上野健二郎氏は、上野・花里法律事務所の代表を兼務しております。なお、当社と同事務所との間
に特別な利害関係はありません。

② 取締役山田メユミ氏は、株式会社アイスタイルの取締役および株式会社ＩＳ パートナーズの代表取締役社
長を兼務しております。なお、当社と両社との間に特別な利害関係はありません。

③ 取締役髙井伸太郎氏は、高井＆パートナーズ法律事務所の代表を兼務しております。なお、当社と同事務
所との間に特別な利害関係はありません。

④ 監査役加藤文夫氏は、加藤文夫税理士事務所を営んでおります。なお、当社と同事務所との間に特別な利
害関係はありません。

⑤ 監査役笠松栄治氏は、笠松栄治公認会計士事務所の代表、税理士法人笠松＆パートナーズの代表社員を兼
務しております。なお、当社とこれらの事務所との間に特別な利害関係はありません。

(2) 他の法人等の社外役員としての重要な兼任の状況および当社と当該他の法人等との関係
① 取締役山田メユミ氏は、株式会社かんぽ生命保険の社外取締役を兼務しております。なお、当社と同社と

の間に特別な利害関係はありません。

② 取締役髙井伸太郎氏は、株式会社アークの社外取締役を兼務しております。なお、当社と同社との間に特
別な利害関係はありません。

③ 監査役加藤文夫氏は、西濃運輸株式会社、東海西濃運輸株式会社、濃飛西濃運輸株式会社、トヨタカロー
ラ岐阜株式会社、ネッツトヨタ岐阜株式会社、岐阜日野自動車株式会社の監査役を兼務しております。な
お、６社は当社の子会社であります。また、株式会社ヒマラヤおよびイビデン株式会社の社外取締役（監
査等委員）を兼務しております。なお、当社と両社との間に特別な利害関係はありません。

④ 監査役笠松栄治氏は、西濃運輸株式会社および西濃エキスプレス株式会社の監査役を兼務しております。
なお、両社は当社の子会社であります。また、名古屋市に本社を置く株式会社ヤマナカの社外監査役を兼
務しております。なお、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。
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(3) 当事業年度における主な活動状況
① 取締役会および監査役会への出席状況

取締役会（12回開催） 監査役会（８回開催）

出席回数 出席率 出席回数 出席率

取 締 役 上 　 野 　 健 二 郎 12回 100％ － －

取 締 役 山 　 田 　 メ ユ ミ 12 100 － －

取 締 役 髙 　 井 　 伸 太 郎 9 100 － －

監 査 役 加 藤 文 夫 12 100 8回 100％

監 査 役 笠 松 栄 治 12 100 8 100
(注)1．上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったも

のとみなす書面決議が１回ありました。
2．取締役髙井伸太郎氏は、2018年６月27日開催の第97回定時株主総会において選任され就任いたしましたので、取締

役会の出席回数が他の社外役員と異なります。
② 取締役会および監査役会における発言状況

・取締役上野健二郎氏は、弁護士としての専門的見地から法的書類等について細部に至るまで確認され、
齟齬の無い様アドバイスをされております。また、新規事業などに対して中期経営計画に即した判断や
長期的視野に立った意見を述べられております。

・取締役山田メユミ氏は、起業家としての行動力や決断力、その先見性を背景に将来的な事業領域の拡大
にも言及されるなど、当社の成長戦略に資する発言をされております。一方で、リスクや収益性などに
も配慮され、攻めと守りのバランスを見極めながら意見を述べられております。

・取締役髙井伸太郎氏は、Ｍ＆Ａ案件、業務提携、一般企業法務から海外子会社のサポートに至るまで、
弁護士としてのその幅広い専門知識をもって的確なアドバイスをされております。また、リスクの未然
防止や低減・回避等についても積極的に提言をされております。

・監査役加藤文夫氏は、税理士としての専門的見地から、Ｍ＆Ａ案件等に関する提言をされるなど、取締
役会の意思決定の適正・妥当性を確保するための適切な助言・提言をされております。また、監査結果
についての意見交換、監査に関する協議などを行われております。

・監査役笠松栄治氏は、公認会計士および税理士として、会計・税務上のアドバイスはもとより、その深
い知見から経営戦略・経営管理に関する提言に至るまで、当社の発展に資する助言・指摘をされており
ます。また、監査結果についての意見交換、監査に関する協議などを行われております。
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Ⅳ．会計監査人の状況
1．会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

2．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 140百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額 157百万円

(注)1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を
明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計
額を記載しております。

2．監査役会は、会計監査人の報酬等の額について、会計監査人の監査計画の内容や会計監査の職務遂行状況等を会計監査
人と十分な協議を重ねたうえで、監査報酬が適切に決定されたものであることを確認し、同意をしております。

3．当社の重要な子会社のうち、西濃運輸株式会社および関東運輸株式会社は、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けて
おります。

3．会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると判断したときは、会計監査人を解任する

方針です。また、会計監査人が日本の監査基準および国際監査基準の双方に照らして適格性および信頼性にお
いて問題があると判断したときは、会計監査人を再任せず、他の適切な監査法人を選定して会計監査人選任議
案を株主総会に諮る方針です。

－ 25 －

会計監査人の状況
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Ⅴ．会社の体制および方針
1．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確
保するための体制の決定内容は以下のとおりです。
① 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、取締役がその職務執行に際して法令・定款を遵守し、その徹底に努めることが継続的な事業発展
に資する礎の一つであると捉え、こうした企業理念が全社内に浸透するように努めている。そして、取締役
の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制として、企業理念の浸透に加え、取締役会お
よび監査役による適切な監督・監査をその中心的な施策と位置づけているところ、これらを有効に機能させ
るべく、下記の取組みを実施している。

イ 社内におけるコンプライアンス教育および指導を通じ、社全体において、取締役が法令・定款を遵守し、
その徹底に努めることが継続的な事業発展に資する礎となるとの企業理念を保持する機会の醸成に努め
ている。

ロ 全社的に影響を及ぼす重要事項については、主要な取締役で経営会議を組織し、審議する。
ハ 10名以内の取締役で構成される取締役会について、当社と格別の利害関係のない社外取締役３名を招聘

することにより、取締役会の監督機能を強化している。
ニ 取締役の任期を１年とすることにより、株主による監督機能をより強化している。

また、下記の事項を内容とする経営管理システムをもって、当社の使用人の職務執行が法令および定款に
適合することを確保するための体制整備に努める。

イ 使用人が適正かつ効率的に職務の執行に当たるための準拠となる社内規則（職務権限および意思決定に
関する準則）の整備

ロ コンプライアンスに対する的確な理解および実践の推進、およびこれを目的とした使用人向けの研修の
実施

ハ 不正行為等の早期発見と是正を図り、もってコンプライアンス経営の強化に資するため、当社または顧
問弁護士が窓口となる内部通報制度の採用

ニ 代表取締役社長直轄の組織体である監査室による内部監査の実践

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報に関わるものとして、法令によって保存・管理すべき書面等および当社の

基準に照らして重要と判断される書面等については、いずれも別に規定する「文書管理規程」に従い、保存
等に不備が生じないよう取扱いがなされている。

－ 26 －

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制
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③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 損失の危険が現実化することの防止を目的としたリスク管理委員会を設置し、当該委員会は「リスク管

理規程」に基づき、被害発生の未然防止および発生した被害を最小限に食い止めるための行動を起こす。
さらに、重大なリスクと認定される損失の危険が認められる場合は、経営リスク対策本部を都度設置し、
その管理にあたる。

 

ロ リスク管理規程中のリスクの内容について、「リスク一覧表」としてとりまとめ配布することにより、
社内において的確なリスク評価および管理が行えるよう対応している。
また、特に品質・財務等に係るリスクについては、リスクの所在や種類等を類別化、整理のうえ「リス
ク管理基本方針」を明確に定め、損失の危険の管理に努めている。

ハ 代表取締役社長の直属機関として監査室を設置し、この監査室が「内部監査規程」に基づき、社内全域
において横断的な実査を展開することにより、リスク管理に遺漏のないよう対処している。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行については、社としての機動的な意思決定や効率的な対応を可能とすべく、以下に記載

する経営管理システムを取り入れている。
イ 効率的な職務執行（意思決定）が求められるような重要な評議を行う際は、定例の経営会議のほか電話

会議を利用して即時に意思決定を行うことを可能とする仕組みを整備し、機動的な検討や審議を実現す
るための場を準備している。

ロ 効率的な経営を実現すべく、計画値の設定・採算の管理を通じて市場競争力の強化を図り、年度当初に
設定する計画額を指標とした業績管理を実施する。

⑤ 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

・月例定例報告の場において、当社の子会社代表者がその営業成績、財務状況、その他の重要な情報に
ついて当社代表者に報告する。

・当社が定めるグループ管理規程に基づき、当社の子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応
じて関係資料等の提出を求める。

ロ 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の子会社を含めたリスク管理を担当する機関としてリスク管理委員会を運営し、当社グループ全

体のリスクマネジメント推進に関わる課題・対応策を審議する。
・当社のグループ内企業における事業の将来設計や多額の投資等に関わる方針の作成に際しては、稟議

制度により、当社においてもその適否を審査する。
ハ 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社の子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、当社グループの経営が効率的に運営される
よう担当役員を配置する。

・年間を通じて定期的に実施される社長会の場において、当社グループの方針、課題、施策等の共有を
図り、当社の子会社の経営が当社の方針と齟齬をきたさないよう意思の疎通を図る。

－ 27 －
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ニ 当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制
・グループ企業を対象とした危機管理対策、不祥事防止等をテーマとする研修に参加し、当社グループ

企業間相互において積極的にこれらの情報交換に努める。
ホ その他の当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社の取締役がグループ内企業の取締役を兼務すること、または、当社が当社グループ内企業の取締
役候補者を推薦すること等の人事交流を通じ、当該企業に対して適切な経営指導を行う。

・当社グループにおける監査役および監査室による業務執行状況・財務状況等の報告、監査の実施実態
の報告については、社内のほか当社グループ企業間にまたがり行う。

⑥ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査室は、内部監査機関としての役割を果たすことにとどまらず、監査役（会）との協議に基づいて監査

役から要望を受けた事項についても調査等を実施し、その結果を監査役（会）に報告する。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保
に関する事項
イ 前号の監査役の職務を補助すべき使用人は監査役の指揮命令に従う旨を、当社の役員および使用人に周

知徹底する。
ロ 監査室の室員が前号の調査等を実施している場合においては、その調査等に関しては取締役または監査

室長の指揮命令には服さず、取締役または監査室長は、同調査等の実施を妨げてはならない。また、同
室員の人事異動や処遇等については、監査役会の意見を尊重するものとする。

⑧ 当社の監査役への報告に関する体制
イ 当社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制

取締役および使用人は、別に制定する「監査役（会）への報告手続き等に関する規程」に従って監査役
（会）に報告する。報告すべき事項は、以下のとおりとする。

ⅰ 当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ⅱ 毎月の経営状況として重要な事項
ⅲ 内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
ⅳ 法令・定款に違反する行為に関する事項
ⅴ その他法令遵守体制上、重要な事項

ロ 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当
社の監査役に報告するための体制
・子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員および使用人は、当社監査役から業務執行に関する事

項について報告を求められたときは速やかに適切な報告を行う。
・内部通報制度の担当部門は、子会社からの内部通報の状況について速やかに監査役に報告する。

－ 28 －

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制
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⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
制
当社の監査役への報告を行った当社グループの役員および使用人に対し、当該報告をしたことを理由とし

て不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員および使用人に周知徹底する。

⑩ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行につ

いて生ずる費用または債務の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行う。

⑪ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査の実効性を高めるべく、社内において下記の内容が取り決められている。
イ 監査役は重要な会議に出席し、関係部署の調査、重要案件の決裁書の確認等を行うことができ、何人も、

監査役が監査に必要な情報を収集することを妨げてはならないものとする。
ロ 社外監査役を含め、監査役は、監査役相互間において、一般に監査業務上適当と認められる範囲内であ

れば情報提供および意見交換を行うことができ、会計監査人および内部監査部門とも必要な意見交換を
行うことができる。

 

ハ 代表取締役を含む取締役は、監査業務に必要十分な情報を監査役が入手することができるよう配慮し、
監査役への報告や連絡が滞りなく行われるための体制整備に努める。

ニ 当社の監査役は、監査の実施に必要と認める場合には、随時、会計監査人、弁護士、子会社の監査役等
と協議を行うことができる。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。

① コンプライアンスに関する取組み
当社は、毎年更新される経営計画書、社長訓示、研修、通達等を通じて行動準則（倫理綱領）の全社員へ

の浸透を図ることで、法令および定款を遵守するための取組みを継続的に実施しております。
また、内部通報制度を設け、社内の通報窓口に加え、社内から独立した通報窓口を設置し、実効性向上に

努めております。

② リスク管理体制
当社は、リスク管理規程に基づき、四半期毎のリスク管理委員会を通じて、想定されるリスクの他、当社

のグループ会社で実際に発生した事例からリスクについて分析評価を実施しております。
また、大規模災害を想定した安否確認訓練を実施しております。

－ 29 －
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③ 企業グループにおける業務の適正の確保
当社は、グループ会社管理規程に基づき、月例定例報告や電子稟議書制度等を通じて子会社から事前に承

認申請または報告を受ける体制を整えております。
また、監査役および監査室は子会社に対する監査を実施しており、グループ経営に対応した効率的なモニ

タリングを実施しております。

④ 監査役の監査体制
監査役は、取締役会の他、週次で開催される役員連絡会や四半期毎に開催されるリスク管理委員会等の重

要な会議への出席や、取締役等からの業務執行の状況の直接聴取、監査室の監査結果等を通じて、取締役お
よび使用人の業務執行状況の監査ならびに内部統制システムの運用状況について確認しております。

2．会社の支配に関する基本方針
(1) 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企
業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要が
あると考えています。

当社は、会社の取締役会の同意を得ることなく行われる企業買収であっても会社の企業価値や株主の皆様
の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

しかし、企業買収には、買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み会社の企業価値を損なうことが明白であ
るもの、会社や株主に対して買収に係る提案内容等を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買
収に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの等、不適切なものも少なくありません。

当社としては、上記の買収類型を含む当社や株主の皆様の利益に反する買収を防止するためには、必要か
つ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考
えます。

(2) 基本方針実現のための取組みの具体的な内容
① 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの内容

の概要
当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことが株主の皆様の利益のために最優先される

べき課題であると考え、以下のような事項をはじめ様々な取組みを行っております。
当社は、2017年度を初年度とする中期経営計画「バリューアップチャレンジ2020 ～成長へのテイク

オフ～」を策定し、これまで培った「強み」を伸ばし、企業価値の最大化を追求するとともに、変革と挑
戦を加速し、新たな価値と豊かな未来を創造するべく、①事業基盤の強化による新たな価値を創出、②“ト
ップ企業集団の形成”、③当社グループの強みを最大限に発揮する“２本柱”の遂行（（１）第２次総合物流
商社の完成、(２）オープンパブリックプラットホームの構築）を、中期ビジョンとして定めました。

－ 30 －
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中期経営計画の具体的な取組み項目として、主力の輸送事業では、ネットワークの安定・維持・拡大を
図り、盤石な輸送ネットワークの構築によるお客様への最適輸送の提供、ロジスティクス事業では、ロジ・
トランス機能の拡大、グローバル３ＰＬの拡大、集配車両とビジネスセンターのベストミックスによる街
区一帯の効率化（スマートシティー）の実現、国際化への対応では、国際輸送サービス「５つの機能」（国
際物流、国内集配送、クロスボーダー輸送、倉庫、貿易金融）の提供、また、自動車販売事業では、更な
る地域Ｎｏ.１への挑戦、南関東圏および愛知県における自動車整備ネットワークの拡充等の諸施策を実行
しております。

また、当社は、持株会社体制とすることで、順次各グループ会社の間接部門を集中し、各事業部を横断
的に整理・統合するとともに、各グループ会社間の営業地域・業務分掌等を整理することで、効率的かつ
機動的な事業運営が実現され、企業価値の維持・向上につなげております。

さらに、当社取締役会としては、社外取締役の選任、取締役任期の１年への短縮等、コーポレート・ガ
バナンスの強化も併せて実施しております。また、更なる強化のため、2017年６月28日開催の第96回定
時株主総会において、新たに独立した社外取締役１名を加え、全取締役９名のうち３名を独立した社外取
締役としております。

② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止す
るための取組みの内容の概要
当社が、2017年５月12日開催の取締役会決議および同年６月28日開催の第96回定時株主総会決議に

基づき更新した、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）
の概要は以下のとおりです。

本プランは、当社株式の大量取得が行われる場合に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提供したり、
あるいは株主の皆様がかかる大量取得に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保する
とともに、株主の皆様のために交渉を行うこと等を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買
収を抑止し、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。

本プランは、当社株券等の20％以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求
める等、上記の目的を実現するために必要な手続きを定めています。また、買収者は、本プランに係る手
続きが開始された場合には、当社取締役会において本プランの発動をしない旨の決議がなされるまでの間、
買収を実行してはならないものとされています。買収者が本プランにおいて定められた手続きに従わない
場合や当社株券等の大量取得が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プ
ラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者等による権利行使は原則として認められないとの
行使条件および当社が買収者等以外の者から当社株式等と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項
等が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法によ
り割当てます。本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による取得に伴
って買収者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者等の有する当社の議決権割合は、
最大約50％まで希釈化される可能性があります。

当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、取
締役の恣意的判断を排するため、独立性を有する社外取締役等から構成される独立委員会の客観的な判断
を経ることとしています。

－ 31 －
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また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主総会を招集し、株主の皆様の意
思を確認することができます。更に、こうした手続きの過程については、株主の皆様への情報開示を通じ
てその透明性を確保することとしています。

本プランの有効期間は、原則として第96回定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。

③ 具体的な取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
前記(2)①に記載した当社の基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値・株主共同の利

益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿
うものです。また、本プランは、前記(2)②に記載のとおり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・
向上させる目的をもって更新されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。

本プランは、株主総会の承認を得たうえで更新されたものであること、独立委員会による判断を重視し、
情報開示が確保されていること、合理的な客観的要件が設定されていること、独立委員会は当社の費用で
第三者専門家の助言を得ることができるとされていること、有効期間が３年間とされており、取締役会に
よりいつでも廃止できるものとされていること等により、合理的に機能するよう設計されており、企業価
値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではあ
りません。

（ご参考）
本プランの詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。
当社ホームページ　http://www.seino.co.jp/seino/news/shd/2017/
（2017年５月12日付　お知らせ（当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新につい
て））

3．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様の利益を重要な経営方針の一つとして位置付けております。
利益配分に関しましては、中・長期的視野に立って株主資本の充実と利益率の向上を図りながら、中間配当

を実施し、原則として１株当たり年間11円を下限とし、連結配当性向30％を目処とした配当を実施するよう
努めてまいります。

また、内部留保資金につきましては、各々の事業とともにＣＳ向上（顧客満足度の向上）をベースとして中・
長期的視野に立った投資を企図してまいります。

主な事業にあたる輸送事業におきましては、輸送効率の向上およびグループ共通の経営基盤整備と強化に資
するトラックターミナル・流通拠点の増強、輸送車両の代替更新・増強、ＩＴ関連投資等があたります。また、
自動車販売事業におきましては、販売拠点の新設、新事業・新サービスへの投資等があたります。その他事業
におきましても企業体質の充実強化につながり、将来の事業展開に資する投資を適宜進めてまいります。

－ 32 －

会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針



2019/05/24 21:32:29 / 18484252_セイノーホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連 結 貸 借 対 照 表
（2019年３月31日現在）

科目 金額 科目 金額
（資産の部） 百万円 （負債の部） 百万円

流動資産

現金及び預金

受取手形

営業未収金及び売掛金

有価証券

たな卸資産

その他流動資産

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び車両運搬具

工具器具備品

土地

建設仮勘定

その他有形固定資産

無形固定資産

のれん

その他無形固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

長期貸付金

退職給付に係る資産

繰延税金資産

その他投資

貸倒引当金

251,683

93,397

7,846

113,048

18,600

13,168

5,819

△197

406,300

310,633

95,686

21,024

3,282

176,941

5,416

8,282

18,950

14,629

4,320

76,716

54,460

218

14

16,475

6,048

△501

流動負債 130,357
支払手形 1,743
営業未払金及び買掛金 52,670
短期借入金 5,470
一年内返済予定長期借入金 1,390
未払金 16,316
未払費用 16,772
未払法人税等 7,376
未払消費税等 7,150
その他流動負債 21,466

固定負債 101,418
長期借入金 10,370
繰延税金負債 2,934
役員退職慰労引当金 1,456
役員株式給付引当金 41
退職給付に係る負債 75,486
資産除去債務 3,053
その他固定負債 8,076

負債合計 231,775
（純資産の部）
株主資本 411,934

資本金 42,481
資本剰余金 83,748
利益剰余金 290,156
自己株式 △4,452

その他の包括利益累計額 7,618
その他有価証券評価差額金 12,708
土地再評価差額金 △113
為替換算調整勘定 △578
退職給付に係る調整累計額 △4,397
非支配株主持分 6,654

純資産合計 426,207
資産合計 657,983 負債・純資産合計 657,983

－ 33 －
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連 結 損 益 計 算 書

（ 2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで ）

科目 金額
百万円 百万円

売上高 618,436
売上原価 546,514
売上総利益 71,921
販売費及び一般管理費 40,712
営業利益 31,209
営業外収益

受取利息 17
受取配当金 698
持分法による投資利益 873
その他収益 1,278 2,868

営業外費用
支払利息 333
投資事業組合運用損 68
その他費用 45 448

経常利益 33,629
特別利益

固定資産売却益 1,004
投資有価証券売却益 478
その他特別利益 209 1,692

特別損失
固定資産処分損 569
減損損失 1,236
その他特別損失 53 1,858

税金等調整前当期純利益 33,463
法人税、住民税及び事業税 14,582
法人税等調整額 △2,215 12,366
当期純利益 21,096
非支配株主に帰属する当期純損失 △120
親会社株主に帰属する当期純利益 21,216

－ 34 －

連結損益計算書
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連結株主資本等変動計算書

（ 2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 42,481 82,040 274,993 △8,955 390,559

当期変動額

剰余金の配当 △6,054 △6,054

親会社株主に帰属する
当期純利益 21,216 21,216

自己株式の取得 △181 △181

自己株式の処分 1,704 4,685 6,389

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 3 3

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 - 1,708 15,162 4,503 21,374

当期末残高 42,481 83,748 290,156 △4,452 411,934

その他の包括利益累計額
非支配株主

持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 14,716 △113 △303 △5,934 8,364 6,815 405,739

当期変動額

剰余金の配当 △6,054

親会社株主に帰属する
当期純利益 21,216

自己株式の取得 △181

自己株式の処分 6,389

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 3

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △2,007 - △274 1,537 △745 △160 △906

当期変動額合計 △2,007 - △274 1,537 △745 △160 20,468

当期末残高 12,708 △113 △578 △4,397 7,618 6,654 426,207

－ 35 －

連結株主資本等変動計算書



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

監
査
報
告

計
算
書
類

2019/05/24 21:32:29 / 18484252_セイノーホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

貸　借　対　照　表
（2019年３月31日現在）

科目 金額 科目 金額

（資産の部） 百万円 （負債の部） 百万円

流動資産

現金及び預金

営業未収金

有価証券

未収消費税等

未収入金

短期貸付金

その他流動資産

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

工具器具備品

無形固定資産

ソフトウェア

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式及び出資金

長期貸付金

その他投資

貸倒引当金

65,156

23,604

7

16,000

1

6,122

19,333

350

△263

281,508

17

17

3

3

281,487

32,647

246,911

1,917

36

△25

流動負債 83,200
短期借入金 78,318
一年内返済予定長期借入金 383
未払金 315
未払費用 66
未払法人税等 3,845
その他流動負債 270

固定負債 4,432
退職給付引当金 80
役員株式給付引当金 41
繰延税金負債 4,179
その他固定負債 131

負債合計 87,633
（純資産の部）
株主資本 247,835
資本金 42,481
資本剰余金 120,980
資本準備金 116,937
その他資本剰余金 4,043

利益剰余金 88,581
利益準備金 4,262
その他利益剰余金 84,319

退職積立金 585
別途積立金 66,448
繰越利益剰余金 17,286

自己株式 △4,208
評価・換算差額等 11,194
その他有価証券評価差額金 11,194

純資産合計 259,030
資産合計 346,664 負債・純資産合計 346,664

－ 36 －
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損　益　計　算　書

（ 2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで ）

科目 金額

百万円 百万円

営業収益
営業収入 407
関係会社受取配当金 10,605 11,013

営業原価 41
営業総利益 10,971
販売費及び一般管理費 1,425
営業利益 9,545
営業外収益

受取利息 70
受取配当金 521
その他収益 61 653

営業外費用
支払利息 12
投資事業組合運用損 68
その他費用 1 82

経常利益 10,117
特別利益

貸倒引当金戻入額 7 7
特別損失

投資有価証券評価損 1 1
税引前当期純利益 10,123
法人税、住民税及び事業税 △78
法人税等調整額 △32 △110
当期純利益 10,233

－ 37 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

（ 2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金

その他
資本剰余金 資本剰余金

合計 利益準備金
その他利益剰余金

自己株式
処分差益 退職積立金 別途積立金

当期首残高 42,481 116,937 2,338 119,276 4,262 585 66,448

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 1,704 1,704

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 - - 1,704 1,704 - - -

当期末残高 42,481 116,937 4,043 120,980 4,262 585 66,448

株主資本 評価・換算
差額等

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 13,106 84,402 △8,711 237,448 12,750 250,198

当期変動額

剰余金の配当 △6,054 △6,054 △6,054 △6,054

当期純利益 10,233 10,233 10,233 10,233

自己株式の取得 △181 △181 △181

自己株式の処分 4,685 6,389 6,389

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △1,555 △1,555

当期変動額合計 4,179 4,179 4,503 10,387 △1,555 8,832

当期末残高 17,286 88,581 △4,208 247,835 11,194 259,030

－ 38 －

株主資本等変動計算書
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月８日

セイノーホールディングス株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩　田　国　良 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加　藤　浩　幸 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 時々輪　彰　久 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、セイノーホールディングス株式会社の2018年４月１日から
2019年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、セ

イノーホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 39 －

連結計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月８日

セイノーホールディングス株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩　田　国　良 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加　藤　浩　幸 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 時々輪　彰　久 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、セイノーホールディングス株式会社の2018年４月１
日から2019年３月31日までの第98期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細

書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明
細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する

意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附
属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討する
ことが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 40 －

計算書類に係る会計監査報告
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第98期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査
報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会

計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用

人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、

重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、
子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会
社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整
備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に
係る内部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における
審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内

容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項

は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、
当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年５月10日
セイノーホールディングス株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役 寺　田　新　吾　㊞
常 勤 監 査 役 伊　藤　信　彦　㊞
社 外 監 査 役 加　藤　文　夫　㊞
社 外 監 査 役 笠　松　栄　治　㊞

以　上

－ 41 －

監査役会の監査報告
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株主総会会場ご案内図
岐阜県大垣市加賀野四丁目１番地７
ソフトピアジャパン センタービル３階ソピアホール
電話番号 0584-77-1111
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お車でお越しの方は、当会場(ソフトピアジャパン センタービル)の駐車場をご利用ください。
名神高速道路 大垣I.C.から  車で約20分
名神高速道路 安八スマートI.C.から 車で約20分
名神高速道路 岐阜羽島I.C.から  車で約20分

交通機関をご利用の方は、JR大垣駅より名阪近鉄バスをご利用ください。
３番のりば ソフトピア線で約10分 「ソフトピアジャパン」バス停下車

地図




